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美作市情報公開条例第１２条第１項に基づく諮問について(答申)

平成２４年７月６日 

美作市長 安東 美孝 様 

美作市情報公開・個人情報保護審査会 

会長 判 野 裕 作 

平成２４年４月６日付美作ク建第１号に係る下記の諮問について，別紙のとおり

答申いたします。 

記

諮問第１号

美作クリーンセンター建設に伴う用地及び立木取得一覧表(以下「文書１」という。)

及び土地取得特別会計平成２２年度(繰越明許予算)契約一覧表(以下「文書２」とい

う。)の公開請求に対し，部分公開とした決定(美作ク建第７８号)に対する，個人 A

＜原文実名＞(以下「異議申立人」という。)がした異議申立てについての諮問
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(別紙)

第１ 当審査会の結論

１ 美作ク建第７８号に係る部分公開決定のうち，文書１の登記簿所有者欄，契

約者住所欄，契約者名欄の記載を開示しないとした部分，及び文書２の所有者

欄，住所欄を開示しないとした部分は，いずれも不当である。 

２ 美作ク建第７８号に係る部分公開決定のうち，第１項に係る部分以外の部分

は，妥当である。 

第２ 異議申立て及び審査の経緯

１ 異議申立人からの公文書公開請求

異議申立人は，平成２４年２月２日，美作市長に対し，美作市情報公開条例

(平成１７年美作市条例第１０号，以下，単に「条例」という。)第６条第１項

に基づき，美作クリーンセンター建設用地の売買契約者一覧表(契約者の住所

氏名，取得地番と地積，買取価格等)について，公文書公開請求をした。 

２ 部分公開決定

上記１の公開請求に対し，美作市長は，請求のあった公文書を，文書１及び

文書２と特定した。 

そして，美作市長は，文書１の一部及び文書２の一部について，条例第９条

第２号に該当するとして非公開とし，その余の部分を公開するとの部分公開決

定(美作ク建第７８号)を，平成２４年２月１０日に行った。 

また，美作市長は，異議申立人に対し，当該部分公開決定を通知した。 

３ 異議申立て

上記２の部分公開決定に関し，異議申立人は，美作市長に対し，平成２４年

３月２７日，部分公開決定によって非開示とされた部分の全部について，公開

することを求める異議申立てを行った。 

これを受け，美作市長は，平成２４年４月６日，条例第１２条第１項に基づ
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き，当審査会に対し，諮問第１号に係る諮問を行った。 

また，異議申立人は，美作市長に対し，平成２４年４月２７日，「異議申立

て理由の追加について」という表題の下，異議申立ての理由を追加する内容の

文書を提出した。 

４ 理由説明書の提出

美作市長は，当審査会に対し，平成２４年４月２５日，美作市情報公開・個

人情報保護審査会運営要領(以下「運営要領」という。)第３条第１項に基づき，

部分公開決定についての理由説明書を提出した。また，当審査会は，異議申立

人に対し，運営要領第３条第２項に基づき，理由説明書の写しを送付した。 

５ 意見書の提出

異議申立人は，当審査会に対し，平成２４年５月２５日，運営要領第４条第

１項に基づき，「理由説明書に対する意見について」という表題の下，上記４

の理由説明書に対する意見書を提出した。また，当審査会は，美作市長に対し，

運営要領第４条第２項に基づき，意見書の写しを送付した。 

６ 審査会の開催

当審査会は，平成２４年６月１４日，平成２４年度第１回美作市情報公開・

個人情報保護審査会を開催し，諮問第１号について協議を行った。 

第３ 申立人の主張の概要

１ 文書１の登記簿所有者欄，契約者住所欄，契約者名欄，及び文書２の所有者

欄，住所欄の記載について

文書１の登記簿所有者欄，契約者住所欄，契約者名欄，及び文書２の所有者

欄，住所欄の記載内容は，いずれも，不動産登記簿に登記され公示されている

ものであるから，条例第９条第２号ア所定の「法令等の定めるところにより，

何人でも閲覧することができる情報」に該当する。 

よって，これらの記載は，条例上非開示情報には該当しないから，公開され
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るべきである。 

２ 文書１及び２の用地買収価格に関する記載について

文書１及び２の用地買収価格に関する記載は，最判平成１７年７月１５日及

び最判平成１７年１０月１１日により，非開示情報には該当しないとされてい

る。 

これらの最高裁判決は，いずれも土地開発公社による用地買収に関する事案

であるが，土地開発公社による買収であれ，地方公共団体による直接の買収で

あれ，情報公開の必要性については何ら変わらない。なぜなら，公正であるべ

き公共用地の買収金額について，両者に違いがあることは，その実態からして

許されるべきではないからである。 

第４ 美作市長の主張の概要

１ 文書１の登記簿所有者欄，契約者住所欄，契約者名欄，及び文書２の所有者

欄，住所欄の記載について

文書１の登記簿所有者欄，契約者住所欄，契約者名欄，及び文書２の所有者

欄，住所欄の記載は，いずれも，不動産登記簿で公示され，何人でも閲覧する

ことができる情報である。よって，条例第９条第２号ア所定の「法令等の定め

るところにより，何人でも閲覧することができる情報」に該当する。 

しかし，本事業の性質上，安易に市が用地の提供者の情報を公開することに

より，その提供者に対する外部的な圧力や働きかけを招き，個人の生活に損害

を与えるおそれがあるため，個人の尊厳を守るという観点から，条例第９条第

２号アに該当するものの，例外的に非開示とすべきである。 

２ 文書１及び２の用地買収価格に関する記載について

文書１及び２の用地買収価格に関する記載は，条例第９条第２号の「個人に

関する情報…であって，特定の個人を識別することができると認められるも

の」に該当するから，非開示とすべきである。 
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第５ 当審査会の判断

１ 文書１の登記簿所有者欄，契約者住所欄，契約者名欄，及び文書２の所有者

欄，住所欄の記載について

 条例第９条第２号ア該当性について

文書１の登記簿所有者欄には，美作クリーンセンター建設に係る用地につ

いて，登記簿上所有権者として記載されている人物の氏名が記載されてい

る。また，文書１の契約者住所欄，契約者名欄には，それぞれ，美作市が美

作クリーンセンター建設に係る用地の売買契約を締結した人物の住所及び

氏名(複数人の共有に係る場合には，各人の共有持分割合も含む。)が記載さ

れている。なお，登記簿所有者欄に記載されている氏名と契約者名欄に記載

されている氏名とは，基本的には同一であるが，登記簿上所有者とされてい

る者が死亡し，共同相続人がその所有権を取得したため，両者の記載が異な

っている土地が数筆存在する。 

また，文書２の所有者欄，住所欄には，美作市が美作クリーンセンター建

設に係る用地の売買契約を締結した人物の住所及び氏名(複数人の共有に係

る場合には，各人の共有持分割合も含む。)が記載されている。 

文書１及び２のこれらの記載部分について，当審査会において，該当する

土地の不動産登記簿謄本を取得し，その記載内容を確認した。 

その結果，文書１の登記簿所有者欄，契約者住所欄，契約者名欄，及び文

書２の所有者欄，住所欄の記載は，いずれも，不動産登記簿謄本の所有権者

の欄に履歴事項として記載されている人物の氏名及び住所と同一であるこ

とを確認した。 

また，登記簿上所有者とされている者が死亡し，共同相続人がその所有権

を取得した土地については，美作市が，共同相続登記申請手続を共同相続人

に代位して行った。そのため，当審査会は，共同相続人の氏名及び住所が，
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いずれも，不動産登記簿謄本の所有権者の欄に履歴事項として記載されてい

る人物の氏名及び住所(異議申立人が本件の公文書公開請求を行った時点で

記載されているもの)と同一であることを確認した。 

以上のとおり，当審査会が確認したところ，文書１の登記簿所有者欄，契

約者住所欄，契約者名欄，及び文書２の所有者欄，住所欄の記載は，いずれ

も，不動産登記簿に記載されているものである。 

よって，文書１の登記簿所有者欄，契約者住所欄，契約者名欄，及び文書

２の所有者欄，住所欄の記載は，いずれも，条例第９条第２号アの「法令等

の定めるところにより，何人でも閲覧することができる情報」に該当する。 

 条例第９条第２号アに例外を認めることができるか否かについて

美作市長は，文書１の登記簿所有者欄，契約者住所欄，契約者名欄，及び

文書２の所有者欄，住所欄の記載が，いずれも条例第９条第２号アの「法令

等の定めるところにより，何人でも閲覧することができる情報」に該当する

ことを認めつつ，本事業の性質上，安易に市が用地の提供者の情報を公開す

ることにより，その提供者に対する外部的な圧力や働きかけを招き，個人の

生活に損害を与えるおそれがあるため，個人の尊厳を守るという観点から，

条例第９条第２号アに該当するものの，例外的に非開示とすべきである旨主

張する。 

しかし，条例第９条は，その柱書で「実施機関は，第５条の規定による請

求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報が記録されていると

きは，当該公文書を公開しないことができる。」とし，同条第２号で「個人

に関する情報…であって，特定の個人を識別することができると認められる

もの。ただし，次に掲げる情報を除く。」とした上で，同条号アで「法令等

の定めるところにより，何人でも閲覧することができる情報」と定めており，

同条号アには法文上例外が設けられていない。 

こうした条例第９条第２号アの定め方からすると，ある情報が条例第９条
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第２号アに該当する場合，実施機関は例外なく当該情報を公開しなければな

らないというべきである。美作市長は，個人の尊厳を守るという観点から例

外を認めるべきであると主張するが，条例第９条第２号アに明文の根拠なく

例外を認めることは，条例の解釈上不可能だと言わざるを得ない。 

したがって，条例第９条第２号アに例外を認めることはできない。 

 条例第９条第４号該当性について

条例第９条第４号は，「公開することにより，個人の生命，身体，財産等

の利益の保護，犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障

が生ずるおそれがある情報」を公開しないことができると定めている。 

美作市長は，文書１の登記簿所有者欄，契約者住所欄，契約者名欄，及び

文書２の所有者欄，住所欄の記載について，条例第９条第４号に該当すると

の明示的な主張をしていない。しかし，その主張内容から，条例第９条第４

号に該当するとの主張を黙示的に行っているとも考えられるので，以下，念

のため，条例第９条第４号該当性についても検討する。 

美作クリーンセンターの建設に対しては，今も一部住民から根強い反対意

見がある。そのため，今後，同施設の建設に反対する住民が，反対運動の一

環として，同施設の建設用地を美作市に提供した住民を訪ね，同施設の建設

に反対するよう署名を求める等働きかけを行うことが懸念される。こうした

働きかけが行われた場合，同施設の建設用地を美作市に提供した住民は，そ

の私生活上の平穏を害されることになる。 

しかし，こうした働きかけは，それ自体犯罪行為に該当するものではない

から，こうした働きかけがされるおそれがあることをもって，犯罪の予防又

は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがあるとい

うことはできない。 

よって，文書１の登記簿所有者欄，契約者住所欄，契約者名欄，及び文書

２の所有者欄，住所欄の記載は，条例第９条第４号には該当しない。 
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 小括

以上より，文書１の登記簿所有者欄，契約者住所欄，契約者名欄，及び文

書２の所有者欄，住所欄の記載を開示すべきとする異議申立人の主張には理

由がある一方，この点に関する美作市長の主張には理由がないから，美作市

長がした部分公開決定のうち，文書１の登記簿所有者欄，契約者住所欄，契

約者名欄，及び文書２の所有者欄，住所欄の記載を開示しないとした部分は，

不当である。 

２ 文書１及び２の用地買収価格に関する記載について

 ３つの判例

ア 最判平成１７年７月１５日(判例１)

 事案の概要

名古屋市の住民Ｘが，名古屋市公文書公開条例に基づき，名古屋市長

Ｙに対し，名古屋市土地開発公社が市の委託により将来市に譲渡するこ

とを予定して先行取得を行い保有している土地に関する一覧表の公開

を請求したところ，一部非公開決定がされた。Ｘが一部非公開決定の取

消しを求めてＹを訴えた。 

 判旨

ａ 土地開発公社が個人から買収した土地の買収価格に関する情報は，

公有地の拡大の推進に関する法律７条の適用により，同価格が地価公

示法６条の規定による公示価格を基準として算定されたという事実

関係の下においては，名古屋市公文書公開条例９条１項１号にいう個

人の所得又は財産に関する情報であって「通常他人に知られたくない

と認められるもの」に当たらない。 

ｂ 土地開発公社が土地を買収した際に個人に対して支払った建物，工

作物，立木，動産等に係る補償金の額に関する情報は，建物の内部の

構造，使用資材，施工態様，損耗の状況等の詳細及び上記個人がどの
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ような工作物，立木，動産等を有するかが外部に明らかになっている

ものではないなど判示の事情の下においては，名古屋市公文書公開条

例９条１項１号にいう個人の所得又は財産に関する情報であって「通

常他人に知られたくないと認められるもの」に当たる。 

イ 最判平成１７年１０月１１日(判例２)

 事案の概要

奈良県の住民Ｘが，旧奈良県情報公開条例に基づき，奈良県知事Ｙに

対し，奈良県土地開発公社が県の依頼により土地の先行取得を行った案

件に関する文書の開示を請求したところ，一部非開示決定がされた。Ｘ

が一部非開示決定の取消しを求めてＹを訴えた。 

 判旨

ａ 土地開発公社が個人から買収した土地の買収価格に関する情報は，

公有地の拡大の推進に関する法律７条の適用により，同価格が地価公

示法６条の規定による公示価格を基準として算定されたなど判示の

事実関係の下においては，旧奈良県情報公開条例１０条２号イの「公

表することを目的として実施機関が作成し，又は取得した情報」に当

たり，同号所定の非開示情報に当たらない。 

ｂ 土地開発公社が土地を買収した際に個人に対して支払った建物，工

作物，動産，植栽等に係る補償金の額に関する情報は，建物の内部の

構造，使用資材，施工態様，損耗の状況等の詳細及び上記個人がどの

ような工作物，動産，植栽等を有するかが一般人に明らかになってい

るものではないなど判示の事情の下においては，旧奈良県情報公開条

例１０条２号所定の非開示情報に当たる。 

ウ 最判平成１８年７月１３日(判例３)

 事案の概要

Ｘらが，大阪府情報公開条例に基づき，大阪府知事Ｙに対し，大阪府
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土地開発公社による公共事業用地の代替地の取得又は処分に関する文

書である「平成１１年度代替地取得及び処分協議決裁文書」等の公開を

請求したところ，一部非公開決定がされた。Ｘが一部非公開決定の取消

しを求めてＹを訴えた。 

 判旨

府が個人から取得した事業用地の取得価格，府の土地開発公社が個人

から取得し又は個人に譲渡した事業用地の代替地の取得価格及び譲渡

価格並びに上記公社の土地評価審査会が上記代替地の評価額を答申し

た際の評価答申額等に関する情報は，①府における事業用地の取得は，

地価公示法６条の規定による公示価格との均衡を失することのないよ

う配慮された客観的な価格として算定された価格を上限とし，正常な取

引価格の範囲内で決定されていること，②上記公社による代替地の取得

価格及び譲渡価格は，公示価格を基準とし，公示価格がない場合又はこ

れにより難い場合は近傍類地の取引価格等考慮した適正な価格による

ものとされていること，③上記評価答申額等は，上記公社による代替地

の取得価格及び譲渡価格と同額である場合が多く，これらの価格から推

知されるものであることなど判示の事情の下においては，大阪府情報公

開条例９条１号所定の非公開情報である「個人の財産，所得等に関する

情報であって，特定の個人が識別され得るもののうち，一般に他人に知

られたくないと望むことが正当であると認められるもの」に当たらな

い。 

 ３つの判例における理由付け

判例１ないし３は，土地開発公社が個人から買収した土地の買収価格は非

開示情報には当たらないと判断した。 

その理由の概要は， 

① 買収価格は地価公示法６条の規定による公示価格を基準とするよう法
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令で定められている。 

それゆえ， 

② 買収価格に売買当事者間の自由な交渉の結果が反映されることは比較

的少ない。 

そうすると， 

③ 買収価格は，一般人がおおよその見当を付けられる客観的なものである

から，性質上公開に親しまないような個人情報には該当しない。 

である。 

これに対し，判例１及び２は，建物や工作物等に対する補償金の額は非開

示情報に当たると判断した。 

その理由の概要は， 

① 個人がどのような工作物等を有するかは公示されるものではなく，必ず

しも一般の目に触れるものではない。また，建物については，一般人は外

部から観察できるにとどまり，建物の内部の構造等詳細を知ることができ

ない。 

そうすると， 

② 補償額は，一般人がおおよその見当を付けられるものではないから個人

として通常他人に知られたくないと望むものである。 

である。 

この点，異議申立人は，判例１ないし３の結論の一部分のみをもって，用

地買収の価格に関する情報が非公開情報には該当しない旨主張する。しか

し，判例１ないし３は，上記のような理由を経た上で，用地買収の価格が個

人情報に該当しないとの結論を導いたのであって，美作クリーンセンター建

設に係る用地買収について，同様の理由付けが妥当するか否かを検討するこ

となく，異議申立人の主張を理由があると認めることはできない。 

そこで，以下，判例の理由付けが，美作クリーンセンター建設に係る用地



- 12 -

買収について妥当するか否かを検討する。 

 判例の理由付けを踏まえた本件の検討

ア 美作クリーンセンターの用地買収価格に対する法規制

土地開発公社が都市計画区域内に所在する土地を取得する場合，所在・

面積・譲渡予定価格・相手方等を都道府県知事に届け出なければならない

(公有地の拡大の推進に関する法律４条１項)。そして，その場合の取得価

格は，地価公示法６条の規定による公示価格を規準として算定した価格と

しなければならない(同法７条)。 

しかし，美作クリーンセンター建設に係る用地は，いずれも，都市計画

区域外に所在する土地であって，公有地の拡大の推進に関する法律４条１

項各号に掲げる土地のいずれにも該当しない。 

したがって，美作クリーンセンター建設に係る用地の取得について，公

有地の拡大の推進に関する法律４条１項に基づく岡山県知事への届出は

不要である。そのため，同法７条の適用もないから，美作クリーンセンタ

ー建設に係る用地の取得について，取得価格を地価公示法６条の規定によ

る公示価格を規準として算定した価格としなければならないわけではな

い。 

ここで，平成２３年度諮問第５号に係る答申において，当審査会は，美

作クリーンセンター建設に係る用地を美作市が地権者から直接取得した

ことから，同法４条１項の適用はなく，したがって同法７条の適用もない

と述べた。 

しかし，同法で「地方公共団体等」には地方公共団体のみならず土地開

発公社も含まれている(同法２条２号)から，美作市が地権者から直接用地

を取得したことを理由として，美作クリーンセンター建設に係る用地の取

得に同法７条の適用がないとの結論に至るわけではない。平成２３年度諮

問第５号に係る答申のうち，この点に関する部分は，理由として適切では
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ないので，この答申をもって上記のとおり訂正する。 

もっとも，こうした理由付けの相違は，美作クリーンセンター建設に係

る用地の取得について，同法７条の適用がないとの結論には何ら影響を与

えるものではないから，平成２３年度諮問第５号に係る答申の結論には変

更すべき点はない。 

イ 美作クリーンセンター用地買収価格の決定手続

美作市は，地権者に対して用地買収価格を提案するにあたり，買収面積

が広範囲にわたることや事業規模の大きさ及び事業の重要性に鑑み，公示

価格のみならず，個々の土地の形状，現況地目の判定や位置関係など，各

種の評価条件や価格形成要因を反映させた不動産鑑定を行うよう，岡山県

不動産評価センターに対して依頼した。 

そして，美作市用地補償評価委員会が開催され，上記のとおり種々の価

格形成要因が反映された不動産鑑定の結果を踏まえて審議が行われた。そ

の結果，用地買収価格について，同委員会より同意を得た。 

ウ ア及びイのまとめ

上記ア及びイから，美作クリーンセンター建設に係る用地の取得に際し

ては，公示価格を規準としなければならないわけではない。また，買収し

た土地は広範囲にわたり，それぞれ種々の価格形成要因を踏まえて用地取

得価格が決定されたということができる。 

したがって，美作クリーンセンター建設用地の買収価格の決定に際し

て，公示価格のみを規準として価格が決定されたわけではなく，売買当事

者間の自由な交渉の結果が反映されることが少ないとは言い難い。 

 小括

以上から， 

① 買収価格は地価公示法６条の規定による公示価格を基準とするよう法

令で定められている。 
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それゆえ， 

② 買収価格に売買当事者間の自由な交渉の結果が反映されることは比較

的少ない。 

そうすると， 

③ 買収価格は，一般人がおおよその見当を付けられる客観的なものである

から，性質上公開に親しまないような個人情報には該当しない。 

といった判例１ないし３の理由付けは，本件には妥当しないということがで

きる。 

他方，用地買収に付随して補償がされた立木，建物その他の工作物等のう

ち，立木については，毎木調査法ではなく標準地調査法を参考にしつつ，様

々な条件や状況等が補償金額の決定に際して考慮されているから，補償金額

について，当事者間の自由な交渉の結果が反映されることが少ないとは言い

難い。また，建物その他の工作物等については，その詳細な内容を外部から

の観察によって把握することは不可能であるから，補償金額について，一般

人がおおよその見当を付けられるものではないということができる。 

したがって，判例１及び２が，建物や工作物等に対する補償金の額を非開

示情報に当たると判断した。 

① 個人がどのような工作物等を有するかは公示されるものではなく，必ず

しも一般の目に触れるものではない。また，建物については，一般人は外

部から観察できるにとどまり，建物の内部の構造等詳細を知ることができ

ない。 

そうすると， 

② 補償額は，一般人がおおよその見当を付けられるものではないから個人

として通常他人に知られたくないと望むものである。 

という理由付けが，むしろ本件に妥当するということができる。 

よって，判例の理由付けを踏まえると，文書１及び２の用地買収価格に関
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する記載について，条例第９条第２号の個人情報に該当し，同条号アないし

エに該当する事情は認められないから，この部分を非開示とした美作市長の

決定は，妥当である。 

３ まとめ

以上から，当審査会は， 

① 部分公開決定のうち，文書１の登記簿所有者欄，契約者住所欄，契約者名

欄の記載を開示しないとした部分，及び文書２の所有者欄，住所欄を開示し

ないとした部分は，いずれも不当である。 

② 部分公開決定のうち，その余の部分は，妥当である。 

と判断し，第１記載のとおりの結論に至った。 

以上 








